
当施設について

お問い合わせは

当施設へのアクセス

高次脳機能障害の診断を受け、
地域で頑張っている方と支援者の皆様

• がんばっているのに、うまくいかない。

• 高次脳機能障害の方の受け入れがはじめ
てでどうしていいのかわからない。

• 高次脳機能障害の方の関わりのポイント
がわからない

奈良県障害者総合支援センター
自立訓練センター

地域生活支援事業
活用例

施設名称：奈良県障害者総合支援センター

自立訓練センター

住所：〒６３６－０３４５

奈良県磯城郡田原本町大字多７２２

＜交通機関＞

近鉄田原本駅‥無料送迎バス約10分

又はタクシー約10分

近鉄笠縫駅‥‥1.3㎞ 徒歩約20分

近鉄八木駅‥‥タクシー約15分

＜車でのアクセス＞

• 西名阪郡山下ッ道JCTより京奈和自動車道

橿原方面へ入り、三宅I.C出口から約１０分

• 国道24号線｢千代南｣交差点を西進約５分
国土交通省自動車事故被害者支援体制等整備事業

TEL･FAX 

（受付時間 10:00〜16:00）
Email：narareha-jikun@nara-sfj.or.jp

地域の企業で、はじめて
障害者枠で採用される

30代 男性
交通事故による脳挫傷
高次脳機能障害（注意・記憶機能低下）

病院でのリハ終了後に復職するも、以前の
ようには仕事ができず。違和感を感じたご家
族が奈良県高次脳機能障害支援センターに
相談し、生活訓練を受けることになった。

グループ脳トレ・就労前訓練を受ける中で、
知識を得るも、“もともと苦手だから”とご自身
の認知機能の特性の変化を受け入れにく
かった。

職員や利用者同士の交流が深まる中で、今
現在の能力を感じ、メモのとり方など必要な
スキルの習得の大切さに気がつく。

障害者就業・生活支援センターのサポートも
あり、地域の企業に障害者枠で就職を果たす。

就職後、その企業で高次脳機能障害の方を
受け入れることが初めてであったため、特性
に配慮した業務や環境面での配慮の相談が
あった。

訓練担当・社会福祉士・心理担当が、本人の
認知機能の特性の説明、本人が取り組みや
すい職場環境・作業工程や指示の出し方の
工夫などのアドバイスを実施。障害者就業・
生活支援センターとも連携を密にしながら、ご
本人の長期的な就労をサポートした。

訓練の詳細や利用の流れなど、くわしく
は 自立訓練センターのHPをご覧下さい。
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【連携機関】
奈良県高次脳機能障害支援センター

【生活全般】
包括支援センター・市町村

【復職・就労】
障害者就業・生活支援センター
奈良県障害者職業センター

【その他福祉サービス事業所】
就労継続支援（A型・B型）
就労移行支援・就労定着支援

地域・社会復帰を支援する

地域生活支援事業
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高次脳機能障害は、外見からは分かりにくく、
事故からしばらくして日常生活に戻ったころに
症状に気が付くことがあります。病院で身体の
治療・リハビリが終了していても、福祉サービ
スを利用して、身体機能や認知機能の訓練を続
けることができます。

診断については、奈良県高次脳機能障害
支援センターにご相談ください。

自動車事故にあってから、こんな症状があるときは

高次脳機能障害かもしれません。

体を使った運動を続けたいけど、
麻痺もあるし、ジムとかは不安。

仕事に戻る前（復職）に
仕事の勘を取り戻したい！

身体機能に特化した

機能訓練

社会に復帰したときに必要な体
力･移動手段･日常生活動作スキル
などの獲得に向けた総合的な身体
機能訓練を提供します。

認知機能に特化した

生活訓練

注意機能・記憶機能・遂行機能それ
ぞれへのアプローチだけでなく、それ
らの認知機能を支える身体機能へアプ
ローチをすることで、脳の機能への総
合的な訓練を提供します。

気が散りやすく集中しにくい
うっかりミスが多くなった

新しいことが覚えられない
同じ事を何度でも聞く

• 優先順位がつけられず、
段取りが悪くなる

• 一つひとつ指示がないと、
行動できない

話を聞いても、理解しにくい
言葉が出てきにくい

地域や会社に復帰された方を対象に、
ご要望に応じて、高次脳機能障害の支援に
ついて、電話相談・事業所への訪問により
“困り感”へのアドバイスを行います。

支援者と当事者を支える

研修
高次脳機能障害の基礎知識
座談会（事業所・当事者）

訓練や利用の流れは、
自立訓練センターのHPを

ご覧下さい。

リハビリ・療養期


